
 

西東京市市民参加手続きについて 

 

１ 西東京市市民参加条例（抜粋） 

 （会議公開の原則） 

第８条 実施機関は、附属機関等の会議（以下「会議」という。）を公開しなければな

らない。ただし、西東京市情報公開条例（平成13年西東京市条例第12号）第７条各号

に定める不開示情報を審議する場合及び附属機関等において公開することにより円滑

な審議に支障が生ずると認める場合は、この限りでない。 

２ 実施機関は、会議を非公開とする場合を除き、会議の開催に当たっては、開催日時、

開催場所、議題等を事前に公表しなければならない。 

３ 実施機関は、会議を公開する場合は、会議に係る資料を傍聴者の閲覧に供する等、

傍聴者が会議の内容について理解を深められるよう努めるものとする。 

 （会議録の作成及び公開） 

第９条  実施機関は、開催した会議については、会議録を作成しなければならない。 

２ 会議録は、これを公開しなければならない。 

３ 前項の場合において、会議録に西東京市情報公開条例第７条各号に定める不開示情

報が記録されているときは、同条例の例により公開する。 

 

２ 西東京市市民参加条例施行規則（抜粋） 

（会議録作成の基本方針） 

第４条 条例第９条第１項の会議録は、あらかじめ当該附属機関等に諮ったうえ、次に

掲げる会議録の作成方法の中から、会議内容等に応じ適切な方法を選択するものとす

る。 

(1) 全文記録 

(2) 発言者の発言内容ごとの要点記録 

(3) 会議内容の要点記録 

 （会議録の記載事項） 

第５条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 会議の名称 

(2) 開催日時 

(3) 開催場所 

(4) 出席者 

(5) 議題 

(6) 会議資料の名称 

(7) 記録方法 

(8) 会議内容 

２ 会議内容には、発言者名を記載するものとする。ただし、率直な意見の交換や意思

決定の中立性を確保するため、当該附属機関等の出席委員の過半数をもって決した場

合は、この限りでない。 

資料 ３ 


